
これからの資産承継対策の切り札「民事信託」実践
東京生講座＆オンラインＬＩＶＥ（ネット同時配信）セミナー

2017年1月23日（月）【東京】

無料無料
プ レ 講 座

2017年4月発足

お申込み・詳しい講座内容については裏面をご覧ください。

民法通りの「法定相続」が
もめごとの原因だった！
信託ならもめごとゼロ！ “新しい相続”のススメ

信託実務研究会
富裕層・資産家に対する資産承継ツールとしての「信託実務研究」と
最適な資産承継の立案ができる「信託アドバイザー」の輩出

［ 講　師 ］ 河合 保弘 氏 司法書士法人ソレイユ代表
司法書士

企業再建・承継コンサルタント協同組合常務理事／宮城県
亘理町観光親善大使
1993年 司法書士登録
2001年 企業再建・承継コンサルタント協同組合設立
2013年 司法書士法人ソレイユ結成
企業再生・事業承継等の中小企業支援業務、民事信託を活
用した財産管理業務を中心に執務

[主な著書]
「種類株式＆民事信託を活用した戦略的事業承継の実践と
手法」日本法令
「民事信託超入門」日本加除出版はじめ20冊以上、新聞・雑
誌掲載多数

ビジョンセンター東京会場 ［八重洲］
JR東京駅 八重洲南口 徒歩２分・ 東京メトロ銀座線京橋駅 ７番出口 徒歩２分

東京都中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル 3F-7F,B1
TEL：03-3527-9841

※テキストによる質問が可能（質問に答えられない場合もございますので予めご了承ください。また、オンラインＬＩＶＥ講座をお申込みの方は、アーカイブ講座も後日視聴できます。）

東 京 生 講 座 60 名様会場受講 先着

100名様同時中継 先着

オンラインアーカイブ講座
オンラインＬＩＶＥ講座※

20171/23 月 17:00-19:00
20171/23 月 17:00-19:00

12:003 20173/31より まで視聴可能生講座開催日から 営業日後の



富裕層・資産家に対する資産承継ツールとしての「信託実務研究」1.

全国
対応

株式会社ファルベ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 宝町TATSUMIビル4Ｆ  TEL 03-6228-3272  担当：藤井・内海

TEL.1 TEL.2　携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。

FAX E-mail

ご住所 〒

事務所名参加者名｜フリガナ

Farbe信託実務研究会［無料お試し］プレ講座「民法通りの「法定相続」がもめごとの原因だった！」 申込書
必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

03-5539-3751FAX送信先 HPからのお申込みはこちら http://farbe-net.com/

信託実務研究会概要

セ ミ ナ ー プ ロ グ ラ ム

● 財産管理対策として、なぜ民事信託が必要か
● 民事信託でしかできないこと… 遺言・後見の限界
● チームとしての民事信託サポート
● 信託をビジネス化するには

信託の目的（委託者の考え）、信託財産、受益者の生活環境や置か
れている立場、ライフプラン、そして課税問題等を考えたスキームを
組み立てることができる真の信託アドバイザーを養成

保有資格　※保有する項目にチェックを入れてください。

□ 司法書士 □ 行政書士 □ 弁護士 □ 宅地建物取引士 □ 不動産鑑定士 □ 税理士・公認会計士
□ＦＰ □ 土地家屋調査士 □ 建築士 □ 中小企業診断士 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

参加セミナー　※いずれかの項目にチェックを入れてください。

□ 生講座会場受講 （60名様） □ オンラインLIVE講座 （100名様） □オンラインアーカイブ講座 （視聴人数無制限）

最適な資産承継の立案ができる「信託アドバイザー」の輩出2.
信託アドバイザーは、お客様の資産やニーズにあわせて、信託を【中心】とした、生前贈与、法人化、遺言、死因贈与、任意後見、
相続（権利を動かさず対策）、売却現金化（不動産の場合）の選択・立案・実行ができる資産承継コンサルタントの総称です。

3. 富裕層・資産家向けの資産承継対策は、一人（一士業）で行える時代ではありません。
幅広い専門家の方々がチームとなって対応していくことが必要です。お客様の多様な
資産承継を解決する上で重要なのは、「様々な能力のコラボレーション」です。


